
 

 

令和 4年度 第 6回吉川区地域協議会次第 

日時：令和 4年 7月 28日（木）午後 6時 30分 
場所：吉川コミュニティプラザ 大会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 報告事項 

⑴ 会長報告 

⑵ 委員報告 

⑶ 事務局報告 

①Jホールディングスグループの整理について（施設経営管理室） 

②日帰り・宿泊温浴施設の今後の方向性の検討について（行政改革推進課） 

 

４ 協議事項 

⑴株式会社よしかわ杜氏の郷民営化について 

 ⑵自主的審議事項について 

⑶その他について 

 

５ 総合事務所からの諸連絡について 

  

 

６ そ の 他 

    

・次回地域協議会の日程調整      ８月 25日（木）18時 30分から                

                          

 

７ 閉  会    

 

 

 



Ｊ－ホールディングスグループの整理について 
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１ Ｊ－ホールディングス株式会社の設立とこれまでの 

市の方針 

 ⑴ 設立目的 

 平成 25年 9月、広報・営業の一元化による販売力強化、共同仕入れなどによ

る経費削減、人員流動化による人件費節減、社長公募による経営体制の強化

などを目的にＪ－ホールディングス㈱を設立した。 

 持ち株会社化により自立経営が可能となった場合は完全民営化とする一方、

経営健全化が進まない場合は廃止するとしていた。 

 ⑵ 同社設立に伴う株式移転（平成 25年 9月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 柿崎総合開発㈱など事業会社 7 社は、地域住民などからの出資により設立さ

れたが、Ｊ－ホールディングス㈱が設立された際に、事業会社 7 社の全株式

をＪ－ホールディングス㈱が所有することとなった。 

 これにより、事業会社の元々の株主は、現在、Ｊ－ホールディングス㈱の株

主となっている。 

⑶ 市のＪ－ホールディングス株式会社の方向性に対する方針（令和元年度） 

 市が、第三セクター等の将来の方向性について判断し、「第三セクター等に対

する関与方針に基づく第三セクター等の方向性の検討結果」を作成した。 

 その中で、同社の方向性を「事業会社の民営化や解散などの整理がつき、持

ち株会社としての必要性がなくなった段階で解散を検討する」（概要のみの説

明とし、詳細は非公開）としていた。 

 
株主 

 Ｊ－ホールディングス㈱ 

第 6 回吉川区地域協議会 

令和 4 年 7 月 28 日 
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Ｊ－ホールディングスグループの整理について 
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⑷ グループ会社の現状 

 売上高                       （単位：千円） 

法人名 H25年度 R4年度見込 備考 

Ｊ－ホールディングス㈱ 8,422  2,040   

 ㈱キューピットバレイ 554,082  －  R2.3月解散 

 柿崎総合開発㈱ 174,163  102,988   

 ㈱大潟地域活性化センター 116,803  104,233   

 ㈱ゆったりの郷 161,314  128,364   

 黒倉ふるさと振興㈱ 74,655  65,305   

 三和振興㈱ 108,524  －  R3.5解散 

 ㈱ゆめ企画名立 589,173  －  R4.6株式譲渡 

グループ全体（※１） 1,787,136  402,930    

 純資産額                      （単位：千円） 

法人名 H25年度末 R3年度末 備考 

Ｊ－ホールディングス㈱ 394,321 248,708  

 ㈱キューピットバレイ 75,792 － R2.3月解散 

 柿崎総合開発㈱ 104,676 35,040  

 ㈱大潟地域活性化センター 2,680 6,822  

 ㈱ゆったりの郷 32,486 34,738  

 黒倉ふるさと振興㈱ 32,321 11,334  

 三和振興㈱ 6,703 － R3.5解散 

 ㈱ゆめ企画名立 5,741 90,677 R4.6株式譲渡 

グループ全体（※１） 654,720 427,319   

  ※１ グループ内の内部取引等は、相殺しておりません。 

 

２ 整理に至る考え方 

○ これまで、「㈱キューピットバレイ」と「三和振興㈱」が解散したほか、「㈱ゆ

め企画名立」の株式を譲渡し、当初の設立目的の一つである事業会社の整理が

進んだことから、持ち株会社として一定の役割を果たした。 

○ 事業会社が、「柿崎総合開発㈱」「㈱大潟地域活性化センター」「㈱ゆったりの郷」

及び「黒倉ふるさと振興㈱」の 4 社になったことで、今後、経営規模の縮小に

伴い、持ち株会社としての機能の発揮や効果の享受が難しくなった。加えて、

ホールディングス形態では、親会社で発生する経費を事業会社が負担する仕組

みとなっており、事業会社にとっては大きな負担となっている。 

○ コロナ禍による経営環境の悪化に対し、事業会社を集約化することで、より経

営の効率化や経費の縮減が図れ、これまで以上に経営健全化に取り組むことが

できる。 



Ｊ－ホールディングスグループの整理について 
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３ 整理方針（案） 

○ 令和 4 年 7 月以降も継続する「柿崎総合開発㈱」「㈱大潟地域活性化センター」

「㈱ゆったりの郷」及び「黒倉ふるさと振興㈱」の 4 社は、吸収合併をするな

ど集約化を図る。 

○ Ｊ－ホールディングス㈱は、事業会社の集約後、令和 4年度末をめどに解散 

○ Ｊ－ホールディングス㈱の残余財産のうち、現金については、市以外の株主に

対し、出資割合に応じて、優先的に分配 

○ 集約化後の事業会社の全株式は、市に優先的に分配し、市が全株式を保有する

法人（第三セクター）として、引き続き、現在指定している指定管理業務を実

施することを基本とする。 

【整理方針（案）イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の対応 

○ まずは、事業会社の集約手法を決定し、関係者に説明する。 

○ その後、令和 4年度末をめどにＪ－ホールディングス㈱を解散する。 

○ Ｊ－ホールディングス㈱の解散後は、速やかに清算に取り組み、株主に対して、

早期に残余財産を分配する。 

 

 
柿崎総合開発㈱ 

（柿崎マリンホテルハマナス） 

㈱大潟地域活性化センター 
(大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館) 

㈱ゆったりの郷 
（吉川ゆったりの郷） 

㈱ゆめ企画名立 
（うみてらす名立） 

柿崎マリンホテルハマナス 

大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館 

吉川ゆったりの郷 

板倉保養センター 

※ 4社で指定管理していた 4施設を、

集約後の法人が一括して管理 

令和 4年 6月末（予定） 
㈱ゆめ企画名立は株式譲渡により 
民営化（㈱ＢＪの事業会社へ） 

下記事業会社を集約した法人設立後 
Ｊ－ホールディングス㈱は解散 

（事業会社） 

黒倉ふるさと振興㈱ 
（板倉保養センター） 

Ｊ－ホールディングス㈱ 

(例)事業会社を集約した法人 
 （市が 100％株式を保有） 

（市が 100％株式を保有する法

人） 

三和振興㈱ 
（三和ネイチャーリングホテル米本陣） 

 

㈱キューピットバレイ 
（安塚雪だるま高原） 

 

令和 2年 3月 
㈱キューピットバレイ解散 

令和 3年 5月 三和振興㈱解散 



 

日帰り・宿泊温浴施設の 

今後の方向性の検討について 

１  公の施設の適正配置の必要性 

＜第 4次公の施設の適正配置計画で整理した市を取り巻く現状と課題＞ 

・ 人口減少と少子高齢化、それに伴う税収の減少が懸念される。 

・ 多くの施設の老朽化に伴う維持管理経費と更新・修繕費用の増加が見込まれる。 

・ 合併前の各市町村で進めた施設整備により多くの類似施設を保有している。 

将来予測される人口減少や市の財政状況等を踏まえ、今後、施設の老朽化が進

行し、多くの施設を現状のまま維持していくことは困難な状況。 

令和 2年度～41年度の 40年間で建替えや大規模改修に係る費用の試算値は約 

4,500億円※（1年当たり約 112億円） 
※ 総務省提供の「公共施設等更新費用積算ソフト」を用いて試算したもの 

 

 将来にわたる持続可能な行財政運営の確立と次の世代に対し過度の負担を負わ 

せることがないよう、施設の実態を踏まえ施設の適正配置が必要。 

 

２ 日帰り・宿泊温浴施設の現状 

  ・ 全ての温浴施設において利用者数が減少している中、コロナ禍により更に減少。 

・ 全ての温浴施設が建設後 20年以上経過しており、老朽化により今後、施設の 

改修、修繕費等の増加が見込まれる。 

・ 温浴施設は他の施設と比較し公費負担額が大きく、利用者一人当たりの公費負 

担額は増加傾向にある。 

・ 設置当時より民間の温浴施設も増え、公の関与の必要性が低下している。 

【参考】コロナ禍前後における利用者数等のデータ比較 

  施設名：吉川ゆったりの郷 

年度 

項目 

H30 R3（見込み） 

 対 H30増減 対 H30比 

利用者数   （人） 133,354 87,354 △46,000 65.5％ 

利用料収入等（千円） 47,281 31,739 △15,542 67.1％ 

公費投入額 （千円） 15,297 30,888 15,591 201.9％ 

利用者 1人当たり 

の公費負担額 （円） 
115 354 239 307.8％ 

 

３ 今後の方向性 

○ 民間需要調査の実施 

・ 令和 4年度は、各施設について、民間需要調査を実施することとしている。その内

容は、民間活力を活用し、利用促進を図るとともに、地域外の人が訪れ、地域に利

益を生み出すような施設への転換に向けたアイディアを募るもの。 

・ 現在の機能を生かした利活用の調査を前提としつつ、あわせて他用途への転用

による利活用も含めた幅広い可能性についても調査する。 

○ 調査結果を踏まえ、施設の今後の利活用の方向性について地域等と協議を重ね、 

  現指定期間が終了する令和６年度末までに施設の方向性を決定する。 

第 6回吉川区地域協議会 

令和 4年 7月 28日 
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第4次公の施設の適正配置計画における「引き続き協議」とした日帰り・宿泊温浴施設について

3 適正配置計画の概要

１ 適正配置の取組状況

平成17年1月の市町村合併後、利用者数の減少
や老朽化が著しい体育施設、利用実態を踏まえた
公民館分館の廃止など適正配置を進めてきた。
その結果、平成23年10月時点で991施設あった

公の施設は、令和4年4月1日現在で646施設と
なっている。

２ 公の施設を取り巻く現状と課題

⑴ 基本方針（取組の必要性）
将来にわたる持続可能な行財政運営の確立と、現役世代はもとより次の世代が過度の負担を負

うことなく、安心して暮らすことができるまちづくりに向けて、適正配置の推進に取り組む。

⑵ 適正配置推進の視点

① 施設の実態を踏まえた施設の量と質の最適化

・利用実態や老朽度、収支状況等に着目し、人口や財政規模にあった建物と機能の量と
質を確保。

② 公共関与の適正化及び効果的・効率的な利活用に資する管理主体・手法の見直し

・民間と競合している施設など、公的関与の低い施設の見直し（民間譲渡・貸付けなど）
③ 利用圏域の設定による配置バランスの適正化

・類似施設毎に、各施設や施設カテゴリーに応じた利用圏域を設定し、施設の集約や連

携等により必要な機能を確保。

⑶ 取組内容

施設毎の具体的な取組方向を提示する対象施設322施設
（小・中学校､保育園等344施設は、別の計画による）

① 現状維持 255施設
② 移転 1施設（地区公民館）
③ 新設 0施設
④廃止等 58施設
⑤引き続き協議 8施設（日帰り・宿泊温浴施設）

４ 「引き続き協議」とした日帰り・宿泊温浴施設の現状

⑴ 利用者数の推移

646

991

0 200 400 600 800 1000

令和4年4月

平成23年10月

（施設数）

▲345

⑵ 施設の経過年数及び耐用年数
・全ての温浴施設が、建設後20年以上経過。今後、10年間で3施設が耐用年数を迎える。
・施設の老朽化により今後、修繕費の増加が見込まれる。(別紙施設データ参照)

⑷ 主な施設種別ごとの維持管理に係る公費負担額
・温浴施設は、他の施設と比較すると公費負担が大きい。

・令和元年度～令和3年度の補填額等により約1.1億円の公費負担額の増加が見込まれる。

⑶ 利用者一人当たりの公費負担額
・コロナ禍による利用者の減少により、令和3年度の利用者1人当たりの公費負担額は、

吉川ゆったりの郷を除く5施設が、1,000円を超えている。
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⑴ 人口減少
平成17年1月の合併当時約21万人

であった人口は、令和4年4月1日時点
で約18.6万人と減少が続いており、
令和27年には、約14万人まで減少する
見込み。また、生産年齢人口の減少に
より、今後、税収の減少が懸念される。

⑵ 公の施設の老朽化等

築30年以上を経過した施設の面積は、
令和6年に7割を超える見込みであり、
今後、老朽化に伴う改修や更新に係る投資的経費の増加が見込まれる。
合併前の各市町村で進めた施設整備により、多くの類似施設を保有している。（温浴施設、

体育館など）

⑶ コロナ禍による収支悪化

コロナ禍の影響により、日帰り・宿泊温浴施設、水族博物館等において、利用料金収入等が
著しく減少しており、減収分について公費を約6.8億円投入している。（令和２年３月～令和４
年３月）

<参考>コロナ禍に伴う減収補填等による公費負担額の増加

参考資料１

※ 三和ネイチャリングホテル米本陣は、
民間事業者への譲渡について協議中

施設数 金　額 1施設当たり 施設数 金　額 1施設当たり

日帰り・宿泊温浴施設 13 3億6,400万円 2,800万円 12 4億4,600万円 3,720万円

体育館 20 1億4,600万円 730万円 20 2億3,100万円 1,160万円

貸館・交流施設 18 1億1,900万円 660万円 19 1億5,100万円 800万円

公民館 48 9,000万円 190万円 45 １億300万円 230万円

集会施設 22 680万円 31万円 20 580万円 29万円

種　別 H30 R2

年間公費負担額

R1 R2 R3(見込み) 計

1 くわどり湯ったり村 1,262 0 0 1,262

2 牧湯の里深山荘 0 0 0 0

3 柿崎マリンホテルハマナス 2,545 7,691 21,363 31,599

4 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館 3,348 6,301 4,385 14,034

5 吉川ゆったりの郷 4,521 23,218 15,874 43,613

6 板倉保養センター 0 10,291 12,084 22,375

11,676 47,501 53,706 112,883

施設名№
減収分の補填等(千円)

計

(令和4年４月１日現在)

対H30増減 対H30比

1 くわどり湯ったり村 H11 23 47 R28 847 1,372 525 162.0%

2 牧湯の里深山荘 S61 36 47 R15 1,992 4,353 2,361 218.5%

3 柿崎マリンホテルハマナス H7 27 47 R24 328 3,457 3,129 1054.0%

4 大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館 H9 25 31 R10 479 1,054 575 220.0%

5 吉川ゆったりの郷 H9 24 31 R10 115 354 239 307.8%

6 板倉保養センター H7 26 34 R11 199 1,105 906 555.3%

№ 施 設 名
建物の情報 利用者一人当たりの公費負担額（円）

建築
年度

経過
年数

耐用
年数

耐用年数
経過年度

H30
R3（見込み）
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２ 日帰り・宿泊温浴施設の現状 

  ・ 全ての温浴施設において利用者数が減少している中、コロナ禍により更に減少。 

・ 全ての温浴施設が建設後 20年以上経過しており、老朽化により今後、施設の 

改修、修繕費等の増加が見込まれる。 

・ 温浴施設は他の施設と比較し公費負担額が大きく、利用者一人当たりの公費負 

担額は増加傾向にある。 

・ 設置当時より民間の温浴施設も増え、公の関与の必要性が低下している。 

【参考】コロナ禍前後における利用者数等のデータ比較 

  施設名：吉川ゆったりの郷 

年度 

項目 

H30 R3（見込み） 

 対 H30増減 対 H30比 

利用者数   （人） 133,354 87,354 △46,000 65.5％ 

利用料収入等（千円） 47,281 31,739 △15,542 67.1％ 

公費投入額 （千円） 15,297 30,888 15,591 201.9％ 

利用者 1人当たり 

の公費負担額 （円） 
115 354 239 307.8％ 

 

３ 今後の方向性 

○ 民間需要調査の実施 

・ 令和 4年度は、各施設について、民間需要調査を実施することとしている。その内

容は、民間活力を活用し、利用促進を図るとともに、地域外の人が訪れ、地域に利

益を生み出すような施設への転換に向けたアイディアを募るもの。 

・ 現在の機能を生かした利活用の調査を前提としつつ、あわせて他用途への転用

による利活用も含めた幅広い可能性についても調査する。 

○ 調査結果を踏まえ、施設の今後の利活用の方向性について地域等と協議を重ね、 

  現指定期間が終了する令和６年度末までに施設の方向性を決定する。 

第 6回吉川区地域協議会 

令和 4年 7月 28日 
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